
第 14回佐久市地域公共交通確保維持改善協議会 兼 

第 9回佐久市地域公共交通会議 会議録 

日時：平成 25年 11月 11日（月） 

13：30～14:30 

場所：佐久消防署 3階講堂 

１ 開会 

・副会長より開会宣言。 

 

２ あいさつ 

・会長より挨拶。 

 

３ 報告事項 

（1）前回会議以降の事務処理状況と今後の予定について           

・事務局より、資料 1「前回会議（8月 28日）以降の事務処理状況と今後の予定」について

説明。 

・ノンステップバスの導入に向けた国への補助金申請、市民アンケートの実施・集計、10月

より実施した臼田地域デマンドタクシーの停留所新設と経路変更などを説明。 

・質疑、意見等 特になし。 

 

４ 会議事項 

（1）市民アンケート結果の集約について 

     ・事務局より、資料 2について説明。 

     ・路線別利用状況と 7月から 9月にかけて実施した市民アンケート調査結果を説明。 

・質疑、意見等 特になし。 

 

（2）平成 26年 3月の運行改正(案)について 

     ・事務局より、資料 3について説明。 

     ・佐久医療センター及び佐久総合運動公園への乗り入れに伴う運行経路、新規バス停の設置

について説明。 

・質疑、意見等 

委員 3月の改正には間に合わないと思いますが、岩村田から子ども未来館へ

の道が狭く、また、通学路となっていることから経路の変更など改善が

必要であると思いますので、今後検討をしていただきたいと思います。 

事務局 来年 10月の改正に向けた検討で反映していきたいと思います。 

委員 佐久総合運動公園への乗り入れについてであるが、スポーツイベント

等は土日が多いのに、なぜ、平日のみとなっているのか教えて欲しい。 

事務局 交通事業者との協議時点でも同様の問題について議論を行ったが、ド

ライバーの確保、運行経路の延長などの問題もあり、平成 26年 3月の改

正では見合わせることとした。 

しかし、市民アンケートでの土日の要望なども踏まえ、平成 26 年 10



月の改正に向けては検討して行く要素として考えております。 

・原案通り承認される。 

 

（3）平成 26年 10月の運行改正に向けた方針について 

・事務局より、資料 4「平成 26年 10月の運行改正に向けた方針」について説明。 

・現行計画の基本方針等に基づきつつ、利用状況からの検証、利用者・市民アンケートへの

対応しつつ改正案を検討していくという考え方を説明。 

・質疑、意見等 特になし。 

・原案通り承認される。 

 

（4）佐久市地域公共交通確保維持改善協議会規約の改正(案)について 

・事務局より、資料 5「佐久市地域公共交通確保維持改善協議会規約の改正(案)」について

説明。 

・前回会議で承認を受けたことを踏まえ、具体的に国の補助制度である地域公共交通維持改

善事業の地域協働推進事業の申請に対応した組織とするべく、現在の組織体制・規約の改

正案を説明。 

・質疑、意見等 特になし。 

・原案通り承認される。 

 

５ その他 

     ・事務局より、次回会議の開催予定（1 月下旬）を説明。また、開催通知は、改めて発送す

る旨を説明。 

・11月 18日から 22日にかけて実施する乗車体験イベントへのご参加、呼びかけについて依

頼。 

 

６ 閉会 


